
 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 25 年度 

 

第１回桑名市入札監視委員会審議資料 



入札・契約制度の変更等について 

 

 

１ 緊急経済対策の延長について 

地域経済の活性化および雇用の促進を積極的に推進するため、前年度に引き続き、緊急経

済対策として、市内優先発注を平成２６年３月３１日まで１年間延長しました。 

※予定価格１億５千万円未満の建設工事に限ります。 

※競争性が確保できない場合は、地域要件を拡大することがあります。 

 

 

 

 

２ 発注スケジュールの変更について 

技術者の有効活用の促進、また入札・契約事務の効率化を図るため、これまでの発注スケ

ジュールを見直し、契約締結までに要する期間の短縮を図りました。 

※開札日を現在の原則金曜日から原則水曜日へ変更しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
 

※上記の発注スケジュールを基本としますが、予定価格が５千万円以上の建設工事 

 については、見積り期間を考慮し、入札書提出期限以降を、原則、１週間繰り下 

げます。 

  

 

 

月
曜
日

火
曜
日

水
曜
日

木
曜
日

金
曜
日

土
曜
日

日
曜
日

月
曜
日

火
曜
日

水
曜
日

木
曜
日

金
曜
日

土
曜
日

日
曜
日

月
曜
日

火
曜
日

水
曜
日

木
曜
日

金
曜
日

土
曜
日

日
曜
日

月
曜
日

火
曜
日

水
曜
日

木
曜
日

金
曜
日

土
曜
日

日
曜
日

月
曜
日

火
曜
日

水
曜
日

木
曜
日

金
曜
日

 

公
告
日

 

質
疑
期
限

 

質
疑
回
答

 

入
札
書

 

提
出
期
限

 

開
札
日

 

落
札
決
定
日

 

契
約
締
結
日

月
曜
日

火
曜
日

水
曜
日

木
曜
日

金
曜
日

土
曜
日

日
曜
日

月
曜
日

火
曜
日

水
曜
日

木
曜
日

金
曜
日

土
曜
日

日
曜
日

月
曜
日

火
曜
日

水
曜
日

木
曜
日

金
曜
日

土
曜
日

日
曜
日

月
曜
日

火
曜
日

水
曜
日

木
曜
日

金
曜
日

土
曜
日

日
曜
日

月
曜
日

火
曜
日

水
曜
日

木
曜
日

金
曜
日

 

公
告
日

 

質
疑
期
限

 

質
疑
回
答

 

入
札
書

 

提
出
期
限

 

開
札
日

 

落
札
決
定
日

 

契
約
締
結
日

【 改 正 前 】
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３ 最低制限価格算出に係る中央公契連モデルの運用の見直しについて 

     今日の長引く経済不況に伴い、民間はもとより公共工事も減少傾向にあり、建設業界を

巡る状況は一層厳しくなっています。  

     このような状況下において、地域の経済と雇用を下支えする建設業界の安定した経営を

促進するとともに、工事品質の低下、下請け業者へのしわ寄せ、労働条件の悪化などを未

然に防止するため、建設工事（除草・樹木維持業務含む）の最低制限価格算出に係る中央

公契連モデルの運用の見直しを行いました。また、この見直しに伴い、最低制限価格（基

準価格含む）の範囲も見直しました。 

※低入札価格調査制度に係る調査基準価格、失格基準価格及び見積内訳書の判断基準 

についても、同様に見直しました。 

      

【改正前】                【改正後】 

 

      ・最低制限価格算出に係る「基準価格」及び      ・最低制限価格算出に係る「基準価格」及び 

       低入札価格調査制度に係る「調査基準価格」      低入札価格調査制度に係る「調査基準価格」  
 
現場管理費  ×  ６０％                   現場管理費  ×  ８０％ 
機器(単体)費 ×  ８１％                   機器(単体)費 ×  ８５％ 

 

・低入札価格調査制度に係る「失格基準価格」     ・低入札価格調査制度に係る「失格基準価格」 

  及び「見積内訳書の判断基準」                     及び「見積内訳書の判断基準」 
 
現場管理費  ×  ６０％           現場管理費  ×  ７０％ 

 

・最低制限価格(基準価格含む)、調査基準価格         ・最低制限価格(基準価格含む)、調査基準価格 

及び失格基準価格の範囲                              及び失格基準価格の範囲                  
 

予定価格の20分の17から３分の２         予定価格の10分の９から10分の７ 

    

 

 

４ 地域建設業経営強化融資制度の延長について 

    建設投資の大幅な減少、厳しい金融環境等により、依然として厳しい経営環境に直面して

いる中小・中堅建設業者の資金調達を引き続き支援するため、国において「地域建設業経

営強化融資制度」が１年間延長されました。 

これを受け、本市においても、本制度の運用を平成２６年３月３１日まで１年間延長し

ました。 
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５ 総合評価落札方式について 

総合評価落札方式において次の点を変更します。 

    ■ 工事成績の評価方法の見直しについて 

       事業者の工事成績が評価点に直接反映されるよう、現行の段階評価（５段階評価）

から計算式（直線式）による評価方法に見直します。 

 

【現行】                  【改正後】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

計算式 ＝（平均工事成績点－６０点）×２０／２５（小数点以下切り捨て） 

         ※平均工事成績点：直近３年間の平均点数（小数点第２位以下切り捨て） 

  ※８５点以上：評価点２０点 

  ※６０点以下：評価点 ０点 
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て
、
平

成
２

４
年

９
月

２
６

日
に

千
葉

簡
易
裁

判
所

か
ら

労
働

安
全

衛
生

法
違

反
に

よ
る

罰
金

刑
の

略
式

命
令

を
受

け
、

そ
の
刑

が
確

定
し

て
い

る
。

こ
の

こ
と

が
、

建
設
業

法
第

２
８

条
第

１
項

第
３

号
に

該
当
す

る
と

認
め

ら
れ

る
と

し
て

、
平

成
２

５
年

１
月

１
７

日
に

関
東

地
方

整
備

局
か

ら
監

平
成

2
5
年

2
月

9
日

建
設

業
法

違
反

大
旺

新
洋

株
式

会
社

の
従

業
員

が
平

成
２

２
年

７
月

上
旬

頃
、

高
知

県
土

佐
清

水
市

内
に

存
す

る
同

社
高

知
土

木
本

店
舗

装
部

清
水

事
業

所
の

敷
地

内
に

て
、

同
社

の
業

務
に

関
し

、
同

事
業

所
等

の
事

業
活

動
に

よ
っ

て
生

じ
た

産
業

廃
棄

物
で

あ
る

金
属

く
ず

、
廃

プ
ラ

ス
チ

ッ
ク

及
び

木
く

ず
等

合
計

約
１

７
．

４
４

ｔ
を

不
法

に
埋

め
た

。
こ

の
行

為
に

つ
い

て
、

平
成

２
４

年
１

１
月

２
１

日
高

知
地

方
裁

判
所

か
ら

、
廃

棄
物

の
処

理
及

び
清

掃
に

関
す

る
法

律
違

反
に

よ
り

、
同

社
に

対
し

て
罰

金
４

０
０

万
円

、
同

社
従

業
員

２
名

に
対

し
て

懲
役

１
年

６
ヶ

月
（

執
行

猶
予

３
年

）
の

判
決

が
あ

り
、

そ
の

刑
が

そ
れ

ぞ
れ

確
定

し
た

。
こ

の
こ

と
が

、
建

設
業

法
第

２
８

条
第

１
項

第
３

号
に

該
当

す
る

と
認

め
ら

れ
る

と
し

て
、

平
成

２
５

年
１

月
１

５
日

に
四

国
地

方
整

備
局

長
か

ら
監

督
処

分
（

営
業

停
止

３
日

）
を

受
け

た
。
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１． 〔 案 件 名 〕 水道施設流量・残塩計増設及び末端多項目水質監視装置設置工事 （契約番号 水39）

〔入札方法〕

〔抽出理由〕

（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

２． 〔 案 件 名 〕 福島城下幹線高塚町枝線汚水管路施設工事 （契約番号 水42）

〔入札方法〕

〔抽出理由〕

３． 〔 案 件 名 〕 江場ポンプ場1号エンジン過給機修繕 （契約番号 水36）

〔入札方法〕

〔抽出理由〕

【平成25年度第1回桑名市入札監視委員会　審議案件の抽出理由書】

事後審査型条件付一般競争入札

落札率が　（　高い　・　低い　）　ため

指名競争入札 随意契約

発注金額が高額であるため

応札業者の中で、（　失格　・　無効　・　辞退　）　が多いため

その他    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

応札業者の数が　（　多い　・　少ない　）　ため

事後審査型条件付一般競争入札

落札率が　（　高い　・　低い　）　ため

指名競争入札 随意契約

発注金額が高額であるため

応札業者の中で、（　失格　・　無効　・　辞退　）　が多いため

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

応札業者の数が　（　多い　・　少ない　）　ため

事後審査型条件付一般競争入札

落札率が　（　高い　・　低い　）　ため

指名競争入札 随意契約

発注金額が高額であるため

応札業者の中で、（　失格　・　無効　・　辞退　）　が多いため

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

応札業者の数が　（　多い　・　少ない　）　ため

総合評価

総合評価

総合評価
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工 事 名

予 算 額 248,640,000 設 計 額 236,218,000 工　　　期
契約締結の日から
平成28年2月28日

１、電磁流量計設置 10台

工 事 概 要

２、残留塩素計設置 10台

３、多目的水質監視機器設置 15台

抽 出 事 案 工 事 概 要 書 (1)

上下水道部　施設課（旧水道課）

水道施設流量・残塩計増設及び末端多項目水質監視装置設置工事

6



機　器　名 水源系 施設名 住所 備考
西部1号井 桑名市大字芳ケ崎 新規設置

西部2号井 桑名市大字芳ケ崎 新規設置

西部3号井 桑名市大字芳ケ崎 新規設置

電磁流量計 西部水源系 西部4号井 桑名市大字芳ケ崎 新規設置

西部5号井 桑名市大字五反田 新規設置

西部6号井 桑名市大字星川 新規設置

西部7号井 桑名市大字芳ケ崎 新規設置

西部8号井 桑名市大字芳ケ崎 新規設置

南部1号井 桑名市大字島田 新規設置
電磁流量計 南部水源系

南部2号井 桑名市大字島田 新規設置

西方配水場 桑名市大字西方 新規設置

残留塩素計 西部水源系 星見ヶ丘配水場 桑名市星見ケ丘 新規設置

松ノ木配水・加圧所 桑名市松ノ木 新規設置

桑名南部配水場 桑名市大字能部 新規設置
残留塩素計 南部水源系

赤尾配水場 桑名市赤尾台 新規設置

多度北部配水場 桑名市多度町小山 新規設置
残留塩素計 多度系

小山配水場 桑名市多度町小山 新規設置

新所配水場 桑名市長島町新所 取替
残留塩素計 長島系

白鶏配水場 桑名市長島町白鶏 取替×2台

福島ポンプ場 桑名市大字砂割 新規設置予定箇所
多項目水質計 町屋水源系

江場ポンプ場 桑名市大字江場 新規設置予定箇所

嘉例川クリーンセンター 桑名市大字五反田 新規設置予定箇所

多項目水質計 西部水源系 下深谷ポンプ場 桑名市大字下深谷部 新規設置予定箇所

上野浄水場 桑名市大字上野 新規設置予定箇所

久米市民センター 桑名市大字志知 新規設置予定箇所

多項目水質計 南部水源系 こばさか公園 桑名市赤尾台 新規設置予定箇所

立田・太平地区汚水処理施設 桑名市太平町 新規設置予定箇所

アイリスパークみぞの 桑名市多度町御衣野 新規設置予定箇所

野代排水機場 桑名市多度町大鳥居 新規設置予定箇所
多項目水質計 多度系

多度北地区浄化センター 桑名市多度町福永 新規設置予定箇所

古野地区浄化センター 桑名市多度町古野 新規設置予定箇所

美鹿地区浄化センター 桑名市多度町美鹿 新規設置予定箇所

消防団コミュニティ消防センター 桑名市長島町下坂手 新規設置予定箇所
多項目水質計 長島系

長島町総合支所 桑名市長島町松ケ島 新規設置予定箇所

機　器　設　置　場　所
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26
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2527
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5

6
21

10
11

8
9
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7

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　機器設置場所位置図
　
　１    西部（１号井～４号井）　　　　　　　　　１１　赤尾配水場　　　　　　　　　　　　　　　　２１　久米地区市民センター
　２　　西部５号井　　　　　　　　　　　　　　　１２　多度北部配水場　　　　　　　　　　　　　　２２　こばさか公園
　３　　西部６号井　　　　　　　　　　　　　　　１３　小山配水場　　　　　　　　　　　　　　　　２３　立田・太平地区汚水処理施設
　４　　西部７・８号井　　　　　　　　　　　　　１４　新所配水場　　　　　　　　　　　　　　　　２４　アイリスパークみぞの
　５　　南部１号井　　　　　　　　　　　　　　　１５　白鶏配水場　　　　　　　　　　　　　　　　２５　野代排水機場
　６　　南部２号井　　　　　　　　　 　　　　　 １６　福島ポンプ場　　　　　　　　　　　　　　　２６　多度北地区浄化センター
　７　　西方配水場　　　　　　　　　　　　　　　１７　江場ポンプ場　　　　　　　　　　　　　　　２７　古野地区浄化センター
　８　　星見ケ丘配水場　　　　　　  　　　　　　１８　嘉例川クリーンセンター　　　　　　　　　　２８　美鹿地区浄化センター
　９　　松ノ木配水・加圧所　　　　　　　　　　　１９　下深谷ポンプ場　　　　　　　　　　　　　　２９  消防団コミュニティ消防センター
　１０　桑名南部配水場　　　　　　　　　　　　  ２０　上野浄水場                                ３０　長島町総合支所

23

29

30

28

15

14

小山配水場

西部５号井

西部７・８号井

西部1号～4号井

西部6号井

南部1号井

南部2号井

西方配水場

星見ヶ丘配水場

松ノ木配水・加圧所

桑名南部配水場

赤尾配水場

多度北部配水場
新所配水場

白鶏配水場

福島ポンプ場

江場ポンプ場

嘉例川クリーンセンター

下深谷ポンプ場

上野浄水場

久米地区市民センター

こばさか公園

立田・太平地区汚水処理施設

アイリスパークみぞの

野代排水機場

多度北地区浄化センター

古野地区浄化センター

美鹿地区浄化センター

消防団コミュニティ消防センター

長島町総合支所
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243 号

桑名市上下水道事業管理者　石川　雅己

工事担当課

(税抜き)

　　　　　

　　特定

　　市内業者 　　準市内業者 　　県内業者 　　県外業者

市内業者 ４５０ 点以上 点以下

準市内業者 ５００ 点以上 点以下

県内業者 ５００ 点以上 点以下

県外業者 点以上 点以下

　　現場代理人

　　主任技術者 専任配置

　　監理技術者 専任配置

　　その他技術者 専任配置

FAX 0594-24-1352 E-mail　keiyakum@city.kuwana.lg.jp

入札情報公開システム→発注情報検索→当該案件に回答書を掲載する。

入札参加者は入札日の開札に立ち会うことができる。（前日までに申し出を要する。）

（立会人は、入札開始５分前に本庁４階 契約監理課窓口へお越しください。）

「桑名市電子入札システム」を利用した入札

残留塩素計設置　１０台

・残留塩素計設置工事

3000万円以上の下請契約を予定する場合、主任技術者に代えて監理技術者
（電気）を専任配置すること。

２３６,２１８,０００ 円

所 在 地

契約の日から 平成28年2月28日 まで

　　　　　

発注業種の完成工事高(２年又は３年平均)が予定価格（税抜）の２分の１以上

平成25年2月7日 (木)

受 付 期 間

２級電気工事施工管理技士以上

期 間

（FAX、メールにより提出する場合は、送信後に確認のため必ず電話連絡すること。）

桑名市役所　契約監理課

本公告の日から   平成25年2月4日 (月) 　16時00分まで

質問書は別紙様式によりFAX、メールまたは持参により提出すること。

有（契約金額の4/10以内の額。但し、低入札価格で契約を締結する場合は、契約金額の2/10以内の額。）
  （上限8,000万円）
有

免除

要（契約金額の1/10以上の額。但し、低入札価格で契約を締結する場合は、契約金額の3/10以上の額。）

調査基準価格 採用（事後公表）※別紙参照

見積内訳等の検討に
係る判断基準

提 出 期 間 質疑回答日の翌日8時30分から平成25年2月13日 (水)  16時00分まで

場 所

有

工事費内訳書 要　　入札金額の根拠となった内訳書(入札額と同額)を添付すること

参加資格要件

入札方法等

場 所

回 答 日

入 札 方 法

開札立会い

設 計 図 書
の 閲 覧

質疑・回答

その他要件

桑名市一円

完成工事高

・電磁流量計設置工事

平成１４年度以降、官公庁元請(受注形態：単独)で以下のいずれか

経 審 点 数
（総合評定値Ｐ）

・多項目水質計設置工事

技術者要件

電磁流量計設置　１０台

同 種 工 事
施 工 実 績

電気工事業

　　一般　※　3000万円以上の下請契約を予定する場合、一般不可
建設業許可

電気工事

多項目水質監視機器設置　１５台

発注公告
【低入札価格調査制度試行案件】

水道施設流量・残塩計増設及び末端多項目水質監視装置設置工事

　事後審査型条件付一般競争入札の実施について

桑名市調達公告第

　事後審査型条件付一般競争入札に付するので、地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の６の規定により、次のとおり公
告する。

平成25年1月31日

契 約 番 号

工 事 名

４２４１２０００３９ 水道課

本公告の日から   平成25年2月4日 (月) 　16時00分まで

低入札価格で契約を締結する場合、現場代理人及び主任技術者又は監理技術者の他に、本公
告において主任技術者又は監理技術者に求める資格を有する者を、専任の担当技術者として
１名追加配置すること。

　　そ の 他

監理技術者の兼務可

工 事 場 所

工 事 概 要

履 行 期 限

発 注 業 種

予 定 価 格

入札保証金

契約保証金

前 払 金

部 分 払

開 札 日 時

失格基準価格 採用（事後公表）※別紙参照

桑名市役所　４階入札室

日 時 平成25年2月15日 (金) 　9時00分から

9



10

調査基準価格（税抜き）　186,409,000　円　　失格基準価格（税抜き）　159,522,000　円

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊(税抜き）

(税抜き）

(税抜き）２３６，２１８，０００

２０７，８００，０００

・1者から応札があった。

・本案件は、低入札価格調査制度試行案件であるが、開札の結果、調査基準価格以上、
予定価格の範囲内での応札であったため、当該業者を落札候補者とした。

・入札参加資格を審査した結果、適格であったため落札者と決定し、契約を締結した。

○ 入札の経過及び結果



工 事 名

予 算 額 35,538,000 設 計 額 35,538,000 工　　　期
契約締結の日から
195日間

１、内径φ150㎜管渠布設工 244.0m

２、内径φ200㎜管渠布設工 4.1m

工 事 概 要 ３、組立A1マンホール設置工 1箇所

４、組立1マンホール設置工 6箇所

５、公共桝設置工 21箇所

６、付帯工 1式

７、配水管布設工HPPEφ150 156.4m

８、配水管布設工HPPEφ100 121.3m

９、配水管布設工HPPEφ75 0.8m

10、配水管布設工HPPEφ50 3.8m

11、消火栓設置工(地下式)φ75 1基

抽 出 事 案 工 事 概 要 書 (2)

上下水道部　工務課（旧下水道課）

福島城下幹線高塚町枝線汚水管路設置工事

11
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249 号

桑名市上下水道事業管理者　石川　雅己

工事担当課

内径φ150㎜管渠布設工　　２４４.０ｍ 配水管布設工HPPEφ１５０ １５６.４ｍ

内径φ200㎜管渠布設工　　　　４.１ｍ 配水管布設工HPPEφ１００ １２１.３ｍ

組立A1マンホール設置工　　 　　 １箇所 配水管布設工HPPEφ　７５ ０.８ｍ

組立1マンホール設置工　　　　   ６箇所 配水管布設工HPPEφ　５０ ３.８ｍ

公共桝設置工　　　   　　　　 ２１箇所 消火栓設置工（地下式）φ７５ 　　　１基

付帯工　   　　　　　　　　　　 １式

(税抜き)

　　特定

　　市内業者 　　準市内業者 　　県内業者 　　県外業者

　市内業者 ６５０ 点以上 点以下

　準市内業者 点以上 点以下

　県内業者 点以上 点以下

　県外業者 点以上 点以下

　　現場代理人

    主任技術者 専任配置

　　監理技術者 専任配置

FAX 0594-24-1352 E-mail　keiyakum@city.kuwana.lg.jp

9時20分から

最低制限価格
直接工事費(下水+水道)×0.95＋共通仮設費(下水+水道)×0.9＋現場管理費(下水+水道)×0.6＋一般管理費(下水+水道)×0.3

質疑・回答

入札方法等 質疑回答日の翌日8時30分から　平成25年3月19日 (火)  16時00分まで提 出 期 間

入札参加者は入札日の開札に立ち会うことができる。（前日までに申し出を要する。）

（立会人は、入札開始５分前に本庁４階 契約監理課窓口へお越しください。）
開札立会い

入 札 方 法

入札保証金

予 定 価 格

入 札 参 加
資 格 要 件

契約の日から

３５,５３８,０００ 円

土木一式工事

その他
3000万円以上の下請契約を予定する場合、主任技術者に代えて監理技術者
（土木）を専任配置すること

主任技術者の兼務可

発注業種の完成工事高(２年又は３年平均)が予定価格（税抜）の２分の１以上

桑名市役所　４階入札室

要（契約金額の1/10以上の額。但し、契約金額500万円未満の場合は免除）

入札情報公開システム→発注情報検索→当該案件に回答書を掲載する。

契約保証金

開 札 日 時

前 払 金

部 分 払

設 計 図 書
の 閲 覧

発注公告

福島城下幹線高塚町枝線汚水管路施設工事

　事後審査型条件付一般競争入札の実施について

桑名市調達公告第

　事後審査型条件付一般競争入札に付するので、地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の６の規定により、次のとおり公告
する。

平成25年3月7日

４２４１２０００４２契 約 番 号

工 事 名

下水道課

回 答 日

無

平成25年3月14日 (木)

契約金額130万円以上の場合は有り。（契約金額の4/10以内の額）

工事費内訳書 要　　入札金額の根拠となった内訳書(入札額と同額)を添付すること

土木工事業
建設業許可

工 事 場 所 桑名市高塚町一丁目地内

　　一般　※　3000万円以上の下請契約を予定する場合、一般不可

１９５日間

工 事 概 要

履 行 期 限

発 注 業 種

所 在 地

平成１４年度以降、官公庁元請（受注形態：単独）で以下のとおり
同 種 工 事
施 工 実 績

土木一式工事

完成工事高

経 審 点 数
（総合評定値Ｐ）

平成25年3月22日 (金)

免除

受 付 期 間

採用（変動型最低制限価格）※基準価格の算定式は下記のとおり

場 所

日 時

本公告の日から   平成25年3月11日 (月) 　16時00分まで

質問書は別紙様式によりFAX、メールまたは持参により提出すること。

「桑名市電子入札システム」を利用した入札

桑名市役所　契約監理課

（FAX、メールにより提出する場合は、送信後に確認のため必ず電話連絡すること。）

２級土木施工管理技士(土木)又は２級建設機械施工技士以上

場 所

技術者要件

本公告の日から   平成25年3月11日 (月) 　16時00分まで期 間

その他要件

　

13
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（税抜き）

（税抜き）

（税抜き）３５，５３８，０００

２８，７０９，０００

２８，７０６，０００



15

３５，５３８，０００

２８，７０９，０００

２８，７０６，０００（税抜き）

（税抜き）

（税抜き）

・18者が応札し、12者が最低制限価格を下回ったため失格とした。

・開札の結果、最低制限価格以上、かつ予定価格の範囲内で最も低い価格で応札した
業者を落札候補者とした。

・入札参加資格を審査した結果、適格であったため当該業者を落札者と決定し、契約を
締結した。

○　入札の経過及び経過



No No

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

基準価格以上、予定
価格以下の入札者数

9者

算出対象者の
合計入札金額

143,530,000円

4241200042　契　約　番　号

工事（委託）名

予定価格（税抜）（A）

福島城下幹線高塚町枝線汚水管路施設工事

35,538,000円 28,693,000円基準価格（税抜）

算出対象者の
平均入札金額

算出対象入 札 金 額（円）
基準価格以上
予定価格以下

入 札 金 額（円）

28,285,000

28,607,000

算出対象
基準価格以上
予定価格以下

○○28,693,000

○

28,650,000

28,655,000

28,706,000円 28,706,000円

5者

低制限価格率
（B）／（Ａ）　（％）

80.77%

低制限価格（税抜）（Ｂ）

低制限価格
算出対象入札者数

28,658,000

28,662,000

28,662,000

28,666,000

28,674,000

28,697,000 ○

28,699,000 ○

28,709,000 ○

28,732,000 ○

　低　制　限　価　格　算　出　根　拠　表

28,874,000 ○

31,300,000 ○

28,740,000 ○

28,772,000

○

○

○

○

低制限価格算出対象入札者の平均入札金額（千円未満切捨て）を 低制限価格とする

　コ　メ　ン　ト
　＝　２８，７０６，０００円１４３，５３０，０００円　／　５者
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工 事 名

予 算 額 3,500,000 設 計 額 3,500,000 工　　　期
平成25年1月18日から
平成25年3月25日

１、１号エンジン過給機修繕 １式

工 事 概 要

抽 出 事 案 工 事 概 要 書 (3)

上下水道部　施設課（旧下水道課）

江場ポンプ場１号エンジン過給機修繕

17



 第２中継ポンプ場

 西別所ポンプ場

 第１中継ポンプ場

 第３中継ポンプ場

 下深谷第２ポンプ場

 下深谷ポンプ場

 上野農事用水中ポンプ 蓮花寺第１中継ポンプ

場

 蓮花寺農住ポンプ場

 蓮花寺Mポンプ
 志知第４Mポンプ

 第４中継ポンプ場

 江場ポンプ場

 住吉ポンプ場

 福島ポンプ場

 甚内ポンプ場

 青葉町Mポンプ

 城南ポンプ場

大山田中継管理センター

 志知第２Mポンプ

 蓮花寺第２中継ポンプ場

旧大山田終末処理場

 東方ゲート

 大成水中ポンプ

 寿農住ポンプ場

 第三農住ポンプ場

 立花公園雨水ポンプ

 地蔵Mポンプ 希望ヶ丘Mポンプ

 上野第１Mポンプ

 城之堀ポンプ場

 香取ポンプ場

18

江場ポンプ場１号エンジン過吸機修繕－資料



契 約 番 号

工事名／委託名

契 約 の 相 手 方

第 第 1 項 第 2 号

第 条 第 1 項 第 1 号

第 条 第 1 項 第 2 号 の サ

備 考

桑名市随意契約ガイドライン

167条の2

随　意　契　約　理　由　書

4241200036 担 　 当  　課 課下水道

随 意 契 約 理 由

江場ポンプ場１号エンジン過給機修繕

松岡産業株式会社

　
　本修繕は、江場ポンプ場（西）の１号エンジン過給機を分解点検した結
果、内部の腐食による劣化が判明したため、修繕を行うものである。

　よって、分解点検及び補修並びに機器に精通している松岡産業㈱と随意契
約を締結する。

根 拠 規 程

地 方 自 治 法 施 行 令

桑 名 市 契 約 規 則 27

4
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（税抜き）

（税抜き）

（税抜き）３，５００，０００

３，５００，０００

・松岡産業㈱から見積書を徴した結果、予定価格の範囲内であったため、契約を締結した。

○　見積合わせの経過及び結果


